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施 大 事 項 循環型社会の形成に向けた取り組み
策 中 事 項 自動車リサイクル 自動車技術安全部

名 小 事 項 自動車登録関係業務の円滑な実施

平成14年７月、使用済自動車の適正処理の促進、不法投棄の防止のために抹
施 消登録制度等を見直し、解体に係る抹消登録等を新たな自動車リサイクルシ
策 ステムと整合がとれ自動車の使用の実態が一貫して明らかになるよう道路運
の 送車両法が改正された。平成１７年１月１日から使用済自動車の再資源化等
概 に関する法律（「自動車リサイクル法」）が本格施行されたため、関係機関、
要 関係団体等と連携し使用済自動車の適正処理の推進に努める。

「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」に関す
２８ る抹消登録制度（永久抹消登録及び一時抹消登録後の解体届出等）の浸透に
年 ついて、関係機関、関係団体等と連携強化し、一般ユーザーにも周知を図る
度 とともに、登録業務の適正な処理の推進に努める。
の 自動車重量税還付制度など広く周知することにより、適切な車体の処理を
計 行うよう徹底していく。
画

「自動車リサイクル法」と連動し
２７ た道路運送車両法に基づく抹消登
年 録制度（永久抹消登録及び一時抹
度 消登録後の解体届出等）について、
の 登録業務の的確な遂行により、使
実 用済自動車の適正処理の推進に寄
績 与した。
と 平成２７年度は国税庁と協力し、
評 パンフレット「自動車重量税還付
価 申請書記載のポイント」を運輸支

局の窓口を通じて掲出したことに
より、関係事業者やユーザー等の
来庁者に広く周知を図ることがで
き、円滑な抹消登録制度の浸透と
自動車リサイクル法の確立に向け
た取り組みの一助とすることがで
きた。

九州運輸局管内における
抹消登録及び解体届出件数

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
永久抹消登録 ※ ３８，８４４ ３０，３４３ ２５，６９９
一時抹消登録 ３６７，８１１ ３３８，３７３ ３２２，８７２
解体届出 ※ ９８，４４４ ９８，３３１ ９２，３７３

※・・・自動車リサイクル法に基づき解体された車両


